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　みなさんの介護保険料は、介護保険を賄う大切な財源です。介護保険は、助け合いの精神に基づく
老後の安心を支えるしくみです。介護サービスを利用する方が年々増加しており、介護サービスにか
かる費用も増加しています。
　介護保険料の納付に、みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　なお、介護保険料を納めないでいますと、滞納の期間に応じて保険給付が一時的に差し止められた
り、利用者負担が３割または４割に引き上げられるなどの措置がとられます。
　介護保険料は納期限内にお納めください。

介護保険は、40 歳以上の方が納める保険料と、国や
県、市町の負担金、利用者負担を財源に運営されて
います。みなさんが納める保険料は、介護保険を運
営していくための大切な財源であり、介護サー ビ
スを利用されていない場合で
も納めていただくことになり
ます。いざ介護が必要になった
ときに安心してサー ビスが利
用できるよう、保険料は必ずお
納めください。

介護保険料は、年金の受給額によって納め方
が法律で決められています。個人で納め方を
選択することができませんので、決められた
方法で納付をお願いします。

あなたが支払われた保険料は、所得税の確定
申告や市町村民税の申告等の社会保険料控
除の対象となります。









介護サービス  利用の流れ介護サービス  利用の流れ
　病気や体の衰えなどにより介護や支援が必要になったら、介護保険サービスの利用を検討しま
しょう。必要な支援の度合いによって、利用できるサービスは異なります。

認定

介護サービス介護サービス
（居宅サービス、または

施設サービス）
（居宅サービス、または

施設サービス）

を利用できます。

介護予防
サービス
介護予防
サービス
を利用できます。

要支援1・2と判定された方は「介護予防サービス」と「介護予防・生活支援サービス事業」の利用が可能です。

・防予護介 ・防予護介
援支活生 援支活生

サ 業事スビー 業事スビーサ

を利用できます。ケアマネジャーと相談し
ながらケアプランを作成
し、サービスを利用しま
す。

地域包括支援センターの
職員やケアマネジャーと
相談しながら介護予防ケ
アプランを作成し、サー
ビスを利用します。 （65歳以上のすべての方

が利用可能）

市町村の担当課又は地
域包括支援センターへ
相談し、利用します。

非該当 生活機能の低下が
みられた方
（事業対象者※）

※事業対象者とは「介護予
防・生活支援サービス事
業」の対象者のことです。

自立した
生活が送れる

要介護度
要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1
要支援 2
要支援 1

要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1
要支援 2
要支援 1
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基本チェックリストは、25の質問
項目で日常生活に必要な機能が低下
していないかを調べます。

相談する 大里広域または各介護保険事務所の窓口で、相談の
目的を伝えます。
希望するサービスがあればその旨を伝えます。

基本チェックリストを受ける認定

申請から認定までの手順
要介護認定を受ける

地域包括支援センターの
職員に相談し、サービス
を利用します。

を利用できます。
（総合事業）（総合事業）

（総合事業）（総合事業）

護介般一
事防予 業
護介般一
事防予 業








